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1.ラ ーム カムヘ ー ン王 碑 の偽 作説

1987年 、オース トラリア国立大学で開催 されたInternationalConferenceonThaiStudies

でヴィッカ リー(MichaelVickery)が 発表 した研究報告は、13世 紀末にタイ語で刻 まれたタ

イ最古の碑文 とされている、有名なラームカムヘー ン王碑を取 り上げ、 「ラームカムヘー ン王

碑文 は東南アジア史の ピル トダウン人の頭蓋骨か」という衝撃的な題名であった1)。 ピル トダ

ウン人の頭蓋骨とは、イギ リスはサセックス近 くの ピル トダウンで1912年 に発見された頭i蓋骨

が、旧石器時代の最古の人類 とされたものの、1953年 にその頭蓋骨は贋物であると証明 された

ものを指す。 ヴィッカ リーは歴史言語学の立場から、タイ諸語の音韻変化の歴史的特性を説明

しっっ、スコータイ時代の タイ語碑文が一般に声調表記があいまいで、かっ不規則であるので、

発展段階にあったと推測 されるのに、同時代の ものではラームカムヘーン王碑文だけが きわめ

て規則的であり近代的である点、タイ文字の母音符号を子音文字 と同列 に並べる特異性、タイ

文字の頭子音字の用い方が音韻変化の原則性か ら不 自然である点、また内容について も、ス

コータイ文字がすでに文字を持 っていた周辺のタイ諸語の表記法の影響を受けていたと推測 さ

れるのに、碑文ではラームカムヘーン王がは じめて発明 したと刻銘されていることなど、ラー

ムカムヘーン王碑文の特異な性格をあげている。 ほかのスコータイ碑文 との矛盾、現地の事実

との矛盾をはらみながら相似す るのは、ラームカムヘー ン王碑文を後の碑文が引用模倣 したか

らであるといわれて きたが、む しろ逆 に同時代の碑文の内容をまねたものではないか、という

疑問を呈 した。 ヴィッカ リーは論文の中で、すでにこの碑文に疑問を持 ったタイ人研究者の説

を紹介 しているが、 とりわけ ピリヤ ・クライルー ク(PhiriyaKrairiksh)が 「意図的な歴史

上の偽作であるときっぱ りと論 じた」と高 く評価 している。

ヴィッカ リーはピリヤの論点を1986年 の研究者向けタイ語雑誌の論文 に見いだ しているが、

タイ国内で大きな論争を巻 き起 こしたのは、1988年 にピリヤがタンマサー ト大学の講義録 とし

てrラ ームカムヘーン王碑:美 術史学的研究』2)を 著 し、それをもとにrラ ームカムヘーン王

碑』3)と いう著書を1989年 に出版 したときであ った。著書は美術史学者の立場から、碑文の記

述と現地の事実 との矛盾撞着、同時代の他のスコータイ碑文との比較検討か らの相違 ・特異性

などを理由に偽作であるとした。さらにピリヤは論文 「ラームカムヘーン王碑」4)に おいて、

随習を改革 して近代化 し、西洋風の文明に適合 させ るたあ、王室独 占貿易か ら自由貿易へ切 り

替えるため、また王を神の化身とみなす神王思想から王を父とみなす家父長的温情主義政治へ
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の転換のためなど、その歴史的根拠 となるように作 られたとし、碑文が語る内容 とそれが意味

する思想 は、19世 紀初期の タイを反映 させて いるとして、その作者 は、1833年 にラームカム

ヘーン王碑を発見 したとされているモンクッ ト王子(後 のラーマ四世)そ の人であると断定 し

た5)。 モ ンクッ ト王子は20歳 で出家 し27年間僧籍にあって、その間、タイ伝統の学問と してサ

ンスクリッ ト・パ ー リ語、仏教、占星術 を学ぶ一方で、フランス人神父、アメリカ人宣教師 ら

と交流を もち、西洋の科学、天文学、英語をいちはや く学んだ卓越 した学者であり、19世 紀中

葉のタイを開国へ と導 いた開明君主であ った。タイ語の著作を数多 く残 して いる王であるが、

不思議な ことに、王 子の時代にラームカムヘーン王碑を発見 し、バ ンコクにもたらしたとされ

ていなが ら、その経緯 にっいては一言 も書 き残 していない。

ラームカムへ一 ン王によ るタイ文字が生 まれて700周 年 にあた るとす る1983年 には、タイ文

部省芸術局やチュラーロンコーン大学を中心 に祝賀行事が行われ、タイ文字にかかわる様々な

出版物が刊行されていた。それから数年 もたたず、想像 もしなか った国内外か らの偽作説 に、

タイの歴史学界は騒然 となった。 タイの歴史学者や美術史学者が反論 し、いくっかのセ ミナー、

シンポジウムが開催 された。なかで も学界の大御所である碑文学者プラスー ト・ナ ・ナ コー ン

博士と美術史学者スパ トラディ ト・ディッサクン親王を招いて開催された1988年11月16日 の シ

ンポジウム、現国王の姉カンラヤーニーワッタナー内親王が主催された1989年3月4日 のシン

ポジウムは、その内容を伝える記録が出版 されている。 タイ知識人の関心の高さを示す もので

あった。

タイの学術団体サイアム ・ソサエティーの評議会議長であるカンラヤーニーワッタナー内親

王はシンポジウムの冒頭に挨拶 し、 「今回のシンポ ジウムは第一基碑文[ラ ームカムヘー ン王

碑文]が 本当に古 いものなのか、後世に新 しく作 りだされたものなのか、を明 らかにす るため

であ ります。 そして、そのような新 しい考え方が どうして生 じたのか知 りたいと思う方々がい

るで しょうし、それに同意 しない方々はそれぞれの見解を表明 したいはずだ と考え、その機会

となるよ うに私が企画いた しました。そ して、第一基碑文に関 して疑念を抱 く方にもまた、そ

の個人的見解とその理由を述べる機会を与えるべ きだと思います。聴取者はそれを後程検討で

きるとい うわけです。今回の第一基碑文 を分析 し研究するための シンポジウムは、学術的な討

論であるのみならず、rラ ームカムヘー ン王碑』の名前で良 く知 られた第一基碑文に対するタ

イ人の精神的きずなにかかわる内容を検討す るものです。なぜな ら、 この碑文の内容は学校で

習い始めるタイ史のなかのスコータイ史 そのものであるか らです。そ うしたことからタイ人は

第一基碑文がタイの歴史、文化、哲学、道徳 に深い意味を もっていると思 っています。 しか し、

2



たとえ第一基碑文がラームカムヘー ン王の時代に刻まれたものでないと しても、タイの歴史や

文化が抹消 されることを意味す るのでな く、む しろ、この碑文に対 して、今後の実 りある研究

で新たな視点、見解を提供するもの と、私は考えます。」6)内 親王による企画という意味あい

と、挨拶のことばか らうかがえるのは、まず、ラームカムヘーン王碑の真偽問題にタイの王室

が重大な関心 を寄せている点である。学問的な議論の場 を設 けつつ も、碑文 は学校教育の場で

教えているスコータイの歴史そのものであり、文化、思想、道徳に至るタイ固有の精神文化の

拠 り所 となっていて、いまや不可欠な存在にな っていることを強調 して いる。それで も、偽作

説を抹殺す るのではな く耳を傾けてみよ うという配慮 と、真偽論争を学問研究の場にとどめ、

できればより建設的な見解を導 き出 し、補強 したい、 という願いが感 じられ る。

タイ国内でのラームカムヘーン王碑の真偽論争は1年 以上続いていたη。サイアム ・ソサエ

ティーは外国人研究者による真偽論争の論集 丁んεRα航んんαmんαeπ8(】o鷹rouers:yを1991年 に

出版 し、 シリン トーン王女が後援する歴史学協会(TheHistoricalSociety)は1992年 に、サ

イアム ・ソサエティーのジャーナルに数年にわたって掲載 されて きたプラスー ト・ナ ・ナコー

ン博士(PrasertNaNagara)と グリスウォル ド(A.B.Griswold)と のスコータイ碑文研究

の一連の論文をまとめて復刻出版 し、巻末にプラスー ト・ナ ・ナコー ンのヴィッカ リーへの反

論を掲載 した。その後は圧倒的な本物説によって、本物 を主張する多 くの学者に論破されたか

のよ うに、偽作説がかき消 されたようになって、1994年 現在で は真偽論争 は鎮静化 して しまっ

た。

本稿ではラームカムヘーン王碑の真偽論争 に立ち入 る意図はなく、ラームカムヘー ン王碑が

本物であろうと偽作であろうと、後にラーマ四世 として即位するモンク ット王子が発見 したと

いう19世 紀中期以降のタイにおいて、カ ンラヤーニーワッタナー内親王のあいさっにみ られ る

ごとく、ラームカムヘー ン王碑の出現がタイの古代史を明 らかにし、タイの伝統的精神文化を

創造 してきたとすれば、ラームカムヘー ン王碑の出現以降にどのような歴史像が造 り出されて

きたのか、ラームカムヘーン王碑文が どのような役割を担 ったのか、ラームカムヘー ン王碑を

め ぐるタイの指導的立場 にある人 々の言説の構図を探 り、タイが描 く歴史像か ら、自己認識の

構造を分析 し、近代国家と しての意識がどのような歴史空間に生まれて きたかを考察す る。

2.ラ ームカム ヘー ン王碑 の発 見 と解 読

タイ語最古の碑文ラームカムヘー ン王碑が ラーマ四世の偽作であったにせよ、発見されたも

のであるにせよ、世に紹介 され るのは、19世 紀中期、西洋からの衝撃を知的に対応 したラーマ
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四 世 に よ って で あ っ た 。1855年 に通 商 航 海 条 約 締 結 の た め 、'バ ンコ ク を 訪 問 した サ ー ・ジ ョ ン

・バ ウ リ ン グ(SirJohnBowring)に 、 ラ ー マ 四 世 は ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 碑 文 を 模 写 して 、

「これ らの 文 字 は碑 文 か ら写 し と った もの で あ り ま す 。 私 は貴 殿 に 差 しあ げ る た め に英 語 に 翻

訳 し は じめ ま した 。 しか し、 現 在 は まだ 訳 し終 え て い ませ ん 。 全 訳 で き ま した ら、 早 速 お 送 り

致 し ます 。 貴 殿 が 所 望 して お られ る の で 、 私 は 私 の 弟 で あ る ウ ォ ン サ ー テ ィ ラ ー トサ ニ ッ ト親

王 とで 、1350年 に ア ユ タ ヤ を 都 と して 始 ま った シ ャ ム の 正 しい 歴 史 と 、 私 が か つ て 貴 殿 に書 き

著 した もの よ り も詳 しい 王 家 の 歴 史 を 著 す 準 備 を 進 め て い ます 。8)」 と書 き送 って い た 。 碑 文

の最 初 の 一 行 目 を英 語 で 逐 語 訳 して 書 き 込 み を 施 した ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 碑 文 の 書 写 が 、 ラ ー

マ 四 世 か らバ ウ リ ン グ に 贈 られ て い た 。 そ の コ ピー は バ ウ リ ン グ の 著 書 丁舵K議gdo襯 απd

.PeopZε(ゾ 翫α隅 の 第 一 巻 に 掲 載 さ れ て い る。 書 き込 み の 逐 語 訳 は 正 確 に 解 読 さ れ て い る 。 バ

ウ リ ン グ は 自著 で 、 「プ ラ ・ク ロム ・ラ 』 ム ・コム プ ア ン王[ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王]は ア ユ タ

ヤ 建 設 に 先 立 っ66年 前 の 西 暦1284年 に シ ャ ム の ア ル フ ァベ ッ トを も た ら した 、 シ ャ ム の 北 方 の

卓 越 した 王 と して 知 られ て い る。9)」 と紹 介 して い る。 ラ ー マ 四 世 に よ る 碑 文 の 全 訳 や シ ャ ム

史 な ど の 著 作 は現 存 して い な い が 、 ラ ー マ 四 世 は ア ユ タ ヤ 王 朝 以 前 に ア ユ タ ヤ の 北 に タ イ 族 の

王 朝 が あ り、 優 れ た 王 が い た こ とを イ ギ リス 人 使 節 に紹 介 して い た 。 ラ ー マ 四 世 は 同 じ碑 文 の

写 しを1856年 に フ ラ ン ス の 使 節 に も渡 して い た と い う。 と こ ろ が 、 ラ ー マ 四 世 は タ イ人 向 け に

碑 文 の 紹 介 は お ろ か 、 発 見 の い き さ つ に つ い て も、 何 も書 き 残 して い な い10)。 ラ ー マ 四 世 は

も っ ぱ ら タ イ に 渡 来 す る西 洋 の 使 節 に 臼国 の 歴 史 を 紹 介 して い た こ と に な る。

先 の ラ ー マ 四世 の 何 気 な い文 章 の 中 に 、 王 は シ ャ ム の 歴 史 が ア ユ タ ヤ の 王 朝 か ら始 ま る と 考

え て い た こ とが わ か る が 、 ス コ ー タ イ 王 朝 にっ い て は 言 及 が な い 。 バ ウ リ ン グ の 文 章 で も 、 ス

コ ー タ イ は シ ャム の 北 方 の 国 と 紹 介 さ れ て い た と推 測 され る。 王 朝 史 を 著 す の は 王 家 の 人 々 や

宮 廷 学 者 で あ った が 、 著 す 契 機 に こ う した 西 洋 人 の 渡 来 が あ り、 ヨ ー ロ ッパ 勢 力 の 進 出 に 直 面

して 、 自分 の 統 治 す る国 家 と王 家 の 歴 史 が 強 く意 識 され て い た 。

そ の 後 、 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 碑 文 は 西 洋 人 に よ る 解 読 が 進 み 、 ドイ ツ人 ア ドル フ ・バ ス テ ィ

ア ン(AdolfBastian)が ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 碑 文 を 英 訳 して1862年 にJbμrπ αZqμ んeRoッ αZ

As`α 古ZcSbc`e亡:y(ゾBeη8αZに 紹 介 して い る 。 ま た 、 フ ラ ン ス 人 ペ ー ル ・シ ュ ミ ッ ト(Pere

Schmitt)が フ ラ ン ス 語 に 訳 して1884年 に紹 介 す る と、 こ の フ ラ ン ス 語 訳 は あ ち こ ち に 転 載 さ

れ て い った 。20世 紀 に 入 る と、 ブ ラ ッ ドレ ー(C.B.Bradley)が1909年 に 、 そ して フ ラ ン ス

の 考 古 学 者 セ デ ス(GorgeCoed色s)が1919年 に サ イ ア ム ・ソ サ エ テ ィ ー の ジ ャ ー ナ ル で 全 文

の解 読 を 発 表 して い る 。

4



3.ス コータ イは タイ伝統 文化 の淵源

不思議な ことに、タイ国内でラームカムヘー ン王碑文が紹介されるのは もっと遅かった。バ

ウ リングに紹介 されてか ら半世紀たったころであった。 ラーマ四世の孫にあたるワチラーウッ

ト皇太子(後 の ラーマ六世)が 、1907年1月 よ りスコータイ、 カンペ ーンペ ッ ト、サ ワンカ

ローク、 ピサヌロークを2か 月かけて調査旅行 し、翌年に調査旅行記rプ ラル ワン紀行』を出

版 した。旅行記 は幾度か重版 されているが、初版の巻末にラームカムヘーン王碑文第一面が現

代文字に翻字 されて紹介 されたのが、タイ国内で紹介された最初であろ う。再版では全四面の

ラームカムヘーン王碑文が紹介された。っまり、碑文はヨーロッパ人が到来 した19世 紀初めに、

将来国王 となる王子によって発見 され、 ヨー ロッパ人の間で紹介されてきた。そ して また、将

来国王 となる王子によ って、タイのナ ショナ リズムが唱道 され る直前に紹介されていたことに

なる。

rプラルワン紀行』の中で ワチラーウッ ト皇太子は、 「本書がもうひとっの効果をもた らす

ことを期待 して いる。それはタイ人が次のような認識を抱 くようになることである。すなわち、

我がタイ民族は 「新 しい民族」ではな く、 「野蛮人」英語でいうところの"ア ンシビライズ"

で もない。我が タイ民族は大いに進歩発達 していたのである。だから現代において、他国 と比

較 してどうであるとか言 うまえに、われわれ自身の祖先に対 して、とてもかなわないと内心恥

ずべ きである。スコータイ時代の腕前や技術、人の努力が現代人よりいかに優れていたことか、

本書を読めば少なからず感銘をうけ、想像 した りす ることがで きるであ ろう。(後 略)U)」

と序文のなかで述べている。 ここでいう 「新 しい民族」とは、19世 紀後半から20世 紀初めにか

けて、タイへの流入激 しい華僑を指 した表現であろう。大勢の華僑を迎えて、彼 らよりも古 く

』か らこの地 に住み
、歴史を もっ という、華僑への民族的反発、かっ西洋人には 「アンシビライ

ズ」とは呼ばれた くない自尊心、華僑や西洋人を意識 して、古い歴史と伝統ある文化をもつ民

族であることを主張 して、 ワチラーウッ ト皇太子 は国民 に自尊心 と誇 りを持っように訴えてい

た。 ワチラーウッ ト皇太子 は文中 「タイ人」 「タイ民族」とい う表現を用い、 「シャム」とい

う語は用いていない。

皇太子は1909年 に再度スコータイ地方を訪問 し、スコータイの北60キ ロにあるスコータイと

双子都市の一方であったシーサ ッチャナーライで、巨大な仏像の顔 と手と足を発掘 し、その美

しさにうたれて修復を命 じ、修復 された仏像に 「プラルワン ・ローチャナ リッティ ・シーイ ン

タラーティッ ト・タンモーパー ト・マハーワチラーウット・ラーチ ャブーチャニヤボ ピッ ト」

と命名 している。スコータイ王朝誕生にかかわ ったとす る伝説の英雄プラルワンとスコータイ

5



初代の王 シーインタラーティッ ト、そ してワチラーウット皇太子自身を合体 させた意味の名称

である。皇太子がスコータイ王朝の英雄 と精神的に合体 したという意識である。皇太子 は1912

年にラーマ六世として即位 し、1920年 に逝去すると、王の遺骨はナコー ンバ トムにあるこの仏

像の基壇に納め られたとい う夏2)。ラーマ六世 はスコータイ王朝の伝説をもとに三っの戯曲を

執筆 している。ひとつは 「地下の クメール人」、1917年 には 「プラルワン」、そ してもうひと

っのオペラ調 「プラルワン」は1920年 の死の直前に執筆 し、1924年 に出版 されている。ラーマ

六世の、ラームカムヘー ン王碑文の内容 にっいて言及す る著作は見いだせないが、スコータイ

王朝誕生 にまっわる伝説のなかか ら、 クメール王朝の羅絆を断ちスコータイ王朝成立に導 く文

化英雄 「プラル ワン」を引き出して、古 い歴史と文化 もっ国家というイメージをっ くりだ した。

このラーマ六世の戯曲 「プラルワン」は、王の死後約30年 た って、芸術局が国立劇場で週末の

金 ・土 ・日曜日に数週間続けて上演 し、その後は国立舞踊学校生徒が習 うスタンダー ド・ナ ン

バーにな っているという。また、 「プラルワン」は国語教科書にも採用 されて、架空の人物で

ありなが ら、独立不羅を示すタイの文化英雄 として、タイの古典風芸術、古典風文芸の分野で

定着させていた。結局、ラーマ六世はスコータイ時代をタイの古典文化の源 として定位 し、古

典風の芸術を生み出 して精神文化の生成 と高揚をはかっていた。ラーマ六世の民族主義はこの

スコータイ王朝を原点にす るものであろう。

4.「 シ ャム=逞=ス コー タイ」説 と 「タイ 」

王立 シャム学士院院長を務めていたチュラーロンコー ン王の王弟ダムロン親王は、カンボジ

アで クメール語碑文を解読 していたフラ ンス人考古学者セデスを招聴 して、 タイ国内で出土 し

た碑文の解読を依頼 した。セデスはラームカムヘー ン王碑文を完全解読 して、スコータイ時代

の碑文を集めたrシ ャム碑文集第一集 スコータイ碑文集』を1924年 にバ ンコクで出版 した。

一方、ダムロン親王は同年6月28日 より4回 にわた って、チュラーロンコーン大学で シャム歴

史の講義 を行なって いた。その講義録rシ ャム王朝史講義録』13)が 大学の月報 に連載 され、

1947年 に一巻本となって出版 されている。ダムロン親王 は、学者と しての立場から、従来の王

朝史 とは違 う、近年の研究成果を盛 り込んだシャムの歴史である、と述べている。その内容 は、

タイ族が支配す る以前の シャム、タイ族のシャム国支配、スコータイ王朝(発 展期 ・衰退期)、

アユ タヤ王朝(成 立期 ・発展期 ・戦争期)、 とい う構成になっている。従来の王朝史にはない

タイ族が この地を支配す る以前の歴史を説 いて、イン ドと中国の間にあ ったタイ民族 という歴

史認識を示 した。またスコータイ王朝をアユタヤに先立っ王朝 として位置づけ し、 シャムの歴
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史 に 定 立 させ た の が 本 書 の 特 長 とな って い る 。 全 体 の 四 分 の 三 が ア ユ タ ヤ 王 朝 に さか れ て い る

が 、 ラ タ ナ コー シ ン王 朝 は な い。 親 王 が 述 べ て い る通 り、 確 か に 当 時 の 新 しい 研 究 成 果 を 盛 り

込 ん だ 斬 新 な 内 容 で あ り、 そ れ が 当 時 の 読 者 を ひ きつ け た。

ダ ム ロ ン親 王 は 、 シ ャ ム の 地 に ク メ ー ル、 ラ ワ、 モ ンの 先 住 民 が 住 み 、 イ ン ド人 が 渡 来 して

宗 教 を 伝 え て 国 家 を 形 成 して い た こ ろ 、 タ イ 族 は まだ 中 国 南 部 に 居 住 して い た と 説 く。 親 王 が

愛 読 して い たr三 国 志 演 義 』 を 引 用 して 、 諸 葛 孔 明 が 南 の 蛮 族 の 首 領 孟 獲 を 討 伐 した 話 は、 タ

イ 族 へ の 討 伐 に他 な らな い とす る。 そ れ 故 に タ イ 族 は 漢 族 の 支 配 を 嫌 って 移 動 を 始 め 、 残 った

タ イ族 が 南 詔 王 国 を 建 設 した と 解 釈 す る。 元 朝 の フ ビ ラ イ ハ ン の 遠 征 で 、 残 っ た タ イ族 も南 下

移 住 を 始 め 、 北 部 タ イ に タ イ族 の 勢 力 が 横 溢 し、 南 の ク メ ー ル 族 の 支 配 を 排 除 して 独 立 した の

が 、 ス コ ー タ イ 王 朝 で あ った 、 つ ま り、 北 方 の 漢 民 族 の 圧 迫 を 受 け て 、 タ イ 族 は 南 中 国 か ら今

の イ ン ドシナ 半 島 へ 移 動 を は じめ た とす る 。 ス コ ー タ イ王 朝 の 初 代 王 シ ー イ ン タ ラ ー テ ィ ッ ト

が 独 立 した こ ろ 、 ク メー ル 族 は 現 在 の ロ ッ ブ リー に 「ラ ヴ ォ ー 」 と呼 ぶ 国 家 を 形 成 して い て 、

こ れ が 中 国 の 史 書 に い う 「羅 斜 」 国 で あ り、 北 部 の ス コ ー タ イ を 「逞 」 国 と よ ん だ 、 っ ま り

「シ ャ ム 」 の 音 訳 で あ る 、 と い うペ リオ 以 来 の 説 を 採 る14)。

だ か ら、 「シ ャ ム 国 」(PrathetSayam)と い う国 名 は この 時 代 に 生 ま れ た の だ が 、 これ

は 異 邦 人 が 呼 ぶ 国 名 で あ り、 タ イ 人 自身 は 自 分 の 国 を 「タ イ 国 」(MuangThai)と か 「ス

コ ー タ イ 国 」(KrungSukhothai)と 呼 ん で 、 「シ ャ ム 国 」 と は 決 して 呼 ば な か った と主 張

す る 。 「シ ャ ム 」 と はサ ン ス ク リ ッ ト語 で 赤 銅 色 あ る い は 黄 金 の 意 味 を 持 ち 、 赤 銅 色 とす れ ば

民 族 の 肌 の 色 を い い 、 タ イ族 は肌 が 先 住 民 よ り も白 い か ら、 む しろ 「シ ャム 」 は 「黄 金 」 を 意

味 し、 ア シ ョー カ王 が 布 教 僧 を 派 遣 した ス ヴ ァル ナ ・ブ ー ミ 「黄 金 の 土 地 」 と ち ょ う ど意 味 が

一 致 す る15)
、 と 解 釈 した 。 っ ま り、 ダ ム ロ ン親 王 は 、 「シ ャ ム 」 は 国 名 で あ り、 「タ イ 」 は

民 族 名 で あ る 、 と理 解 した 。 そ して 、 「シ ャ ム 」 の 音 訳 が 「逞 」 で あ り 、 「羅 斜 」 の 北 に あ っ

た 「逞 」 が 「ス コ ー タ イ 」 で あ り、 「羅 斜 」 が 「逞 」 と合 併 して 中 国 で ギ逞 羅 」 と 呼 ば れ る よ

うに な っ た の と、 「ス コ ー タ イ 」 が 「ア ユ タ ヤ 」 に 併 呑 され た 歴 史 事 実 と ま った く一 致 す る と

考 え た 。 こ こに 「シ ャ ム 」 が ス コー タ イ 王 朝 を も含 む 「王 国 」 と い う史 観 が 生 まれ た 。 そ して

この 史 観 が い ま も タ イ の 歴 史 学 界 を 支 配 して い る 。 一 方 、 「タ イ 」 と呼 ぶ 民 族 名 が 歴 史 に登 場

す る の は 、 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 碑 文 の 第4面 の 支 配 地 域 を あ げ た な か の 呼 称 に お い て で あ る が 、

ピ リヤ は ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 碑 文 の 「タ イ 」 と い う語 句 を偽 作 説 の 根 拠 に して い る。 す な わ ち

ス コ・一 タ イ 時 代 の ほ か の 碑 文 で は 「ス コ ー タ イ 国 」(MuangSukhothai)あ る い は 「シ ー

サ ッチ ャナ ー ラ イ ・ス コ ー タ イ国 」(MuangSisatchanarai-Sukhothai)と い う 国 名 で 呼 ば

7



れ て 、 「タ イ 」 は 「シ ャ ム 」 を 指 し、 この 時 代 に は ス コ ー タ イ を 含 ん で い な か った16)、 と 主

張 す る 。 「シ ャ ム 」 は ス コー タ イ を 含 ま な い こ と に な り、 「逞 」=「 ス コ ー タ イ 」 説 を 否 定 す

る こ と に な る。

ダ ム ロ ン親 王 は ま た 、 ス コ ー タ イ 王 朝 の 発 展 期 を ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 碑 文 の 内 容 に沿 って 解

釈 して 、 周 辺 タ イ 族 を 糾 合 した 「ラ ー ム カ ム ヘ ー ン 王 は 統 治 者 と し て 軍 人 と して 卓 越 した

王17)」 と して 高 く評 価 して い る。 さ らに 、 王 は ナ コー ン シ ー タ ン マ ラ ー トか ら高 僧 を 招 い て 、

マ ハ ー ニ カ ー イ派 を 誕 生 さ せ た と、 国 王 と仏 教 との 関 係 も説 く。

5.ス コータ イ王 朝 の温情主 義 と同化 カ

ダムロン親王はその後1927年 にrシ ャム国の伝統的統治形態』という題 目で講演 している。

講演録はその後に何回 も出版 されている。 「独立を好むタイ族 は中国の配下に置かれるのをい

さぎよ しとせず、故郷を捨てて新天地を求めて西方へ、南方を移住 した18)」 とし、独立心 の

強 さを強調 しなが ら、 ここで も中国の圧力を起因 とする、タイ族の移住を説明 している。そ し

て本書で も、 「スコータイは1250年 頃にタイ族の勢力下 に入 った、 シャムの最初の首都19)」

とし、スコータイ王朝がシャム王国の始 まりとしている。こうして、スコータイ、アユタヤ、

ラタナコーシン現王朝 と、地理的に北か ら南へ順に進出 し、北の古い王朝が倒れて南に新 しい

王朝が興 るとい う、時系列で も整合性を持たせた一系の歴史を描 いてみせ る。スコータイ王朝

を立てた民族が、果た してタイの中央部を占める現在の シャム系の民族だったのか、あるいは

ラーオ系の民族であったのか、言語の系統か ら現代の学界ではまだ議論が続 いているところで

あるが。

スコータイ王朝以来約700年 間、シャムの独立を維持 しなが ら統治できたタイ族の徳性として、

ダム ロン親王 はわ ざわざ英語で表現 して、LoveofNationalIndependence,Toleration,and

PowerofAssimilationを あげ、その理由を次のように説明す る20)。

1.独 立心 中国の支配下にあるのを嫌 って民族移動。

2.寛 容性 ラームカムヘー ン王碑文では、異民族であれ異教徒であれ、受 け容れて慈 し

んだ。

3.同 化力 ラームカムヘー ン王が クメール文字か らタイ文字を発明。 タイ文字 とクメー

ル文字を両用 し古代 クメールの習慣 を受容。現代の華僑を同化。

過去において先住民族を同化吸収 したラームカムヘー ン王時代の寛容性 と同化力は、華僑を

同化吸収 している現代 にも生かされている伝統であると説 く。また、スコータイ朝 はPater一
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nalGovernmentで 成 り立 ち、 古 代 ク メ ー ル のAutocraticGovernmentで は な か っ た と す る。

そ の 根 拠 は 、 家 父 を 「ボ ー ・ク ル ワ 」Pho-Khrua、 村 長 を 「ボ ー ・バ ー ン」Pho-Ban、 小

国 の 長 を 「ボ ー ・ム ア ン 」Pho-Muangと 呼 ぶ よ う に 、 国 王 を 「ボ ー ・ク ン」Pho-Khun

と呼 び 、 父 親 を 意 味 す る 「ボ ー」Phoと い う語 が 生 か さ れ て 、 「タ イ の 統 治 方 法 は 父 親 が 子

供 を 保 護 す る が ご と くで あ る2D」 と い う 家 父 長 的 温 情 主 義 が 基 本 で あ っ た と 、 ラ ー ム カ ム

ヘ ー ン王 碑 文 の 表 現 か ら説 明 す る。 ダ ム ロ ン親 王 は ま た 、 しか し この 温 情 主 義 の 統 治 は ラ ー ム

カ ム ヘ ー ン王 の 治 世 ま で で 、 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 以 降 は 古 代 ク メ ー ル の 神 聖 王 と ラ ー ム カ ム

へ 一 ン王 の 倫 理 王 の 双 方 の 良 い点 を 取 り入 れ た もの の 、 ス コー タ イ 王 朝 は衰 退 して ア ユ タ ヤ 王

朝 に吸 収 さ れ 、 古 代 ク メ ー ル の 神 聖 王 の 影 響 が 大 き くな っ た と もい う。 現 代 タ イ の 民 族 精 神 や

王 権 思 想 は ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 碑 文 に 発 し、 断 続 的 に今 に伝 え られ た 伝 統 で あ る と 説 く。

国 王 を 慈 父 とす る よ う な 王 権 思 想 が 、 アユ タ ヤ 王 朝 と現 王 朝 初 め まで 続 く国 王 を 神 の 権 化 と

す る神 王 思 想 の 時 代 を 経 て 、 ふ た た び現 代 に 蘇 った とす れ ば 、19世 紀 中 期 に登 場 す る ラ ー ム カ

ム へ 一 ン王 碑 の 存 在 が な け れ ば 証 明 で きな か っ た と い う こ と に な る 。 い い か え れ ば 、 か っ て の

PaternalGovernmentが 現 代 に 継 承 で き る の は 、 ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 碑 の 刻 文 が あ れ ば こ そ

可 能 に な る と い う こ とで あ る 。 近 代 に な って 、 碑 文 の お か げ で よ うや くラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 の

治 世 を 理 想 とす る伝 統 の 政 治 思 想 が 甦 った こ と を 意 味 す る。 も しラ ー ム カ ム へ 一 ン王 碑 偽 作 説

に た て ば 、 国 王 を 慈 父 に み た て る温 情 主 義 の 政 治 は 、 歴 史 的 な もの と は 言 え な くな り、 固 有 で

も伝 統 で もな か った か も しれ な い、 む しろ ラ ー マ 四 世 の 創 作 で あ り、 創 られ た 伝 統 と い う こ と

に な る。

こ の 家 父 長 的 温 情 主 義 を 現 代 政 治 に 実 践 しよ う と した の が 、 クー デ タ ー に よ り1958年 に政 権

を 握 った サ リ ッ ト ・タ ナ ラ ッ ト将 軍 で あ った 。 サ リ ッ トは 自 らが 実 践 す る 「ボ ー ・ク ン」 と し

て 登 場 し、 さ ま ざ ま な 政 治 的 パ フ ォー マ ン ス を 国 民 の 前 で 披 露 して い た22)。 ラ ー ム カ ム ヘ ー

ン王 碑 文 に 「ボ ー ・ク ン 」 で 語 られ た 温 情 主 義 は 、 い ま や 現 代 の 政 治 を 動 か す タ イ の イ デ オ ロ

ギ ー の ひ と っ に な って い る 。

6.タ イ 族"5000年"の 民 族 史

ダ ム ロ ン親 王 の 講 演 か ら一 年 後 の1928年 、 ク ン ・ウ ィ チ ッ トラ マ ー トラ ー はrラ ッ ク ・タ イ

(LakThai)』(タ イ 族 の 基 盤)と い う書23)を 著 して 、 王 立 学 士 院 院 長 ダ ム ロ ン親 王 か ら王

立 学 士 院 賞 を受 賞 した 。 第 一 部 が タ イ族 の 歴 史 、 第 二 部 が バ ラモ ン教 、 仏 教 を 含 む 宗 教 、 第 三

部 が 国 王 と い う構 成 に な って い る。 「民 族 ・宗 教 ・国 王 」 の 三 要 素 を 「ラ ッ ク ・タ イ 」 と呼 ば
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れるようにな ったの は本書の題名による。執筆の意図を著者は1ま えが き」で、タイ人が民族

に誇 りを持 ち、ます ます宗教に帰依 し、国王に忠誠を尽 くす ことであるという。著者はダムロ

ン親王の説を受けて、さらにタイ民族を強調 し、民族移動のながい歴史を説 く。本書が説 くタ

イ族の歴史 は、 タイ族が ほかの黄色人種 と同様 にアルタイ山脈か ら発 して、漢民族より1000年

はやい約5000年 前に黄河流域に達 して、その後揚子江流域に至る、とい う壮大 さである。その

間、中国にあった 「パー」や 「ル ン」などタイ族の都が、中国の神話 に登場す る王朝に滅ぼさ

れていったなどと延々と説 く。

中国の歴史はタイ語訳 されていたr列 国史演義』r西 漢演義』やr三 国志演義』などの中国

の歴史小説か ら引用 している24㌔ 例えば、後漢の ころ、雲南の大理 にあ った哀牢王国 はタイ

語音の 「アーイ ・ラーオ」と解釈 して、タイ族の国家であったとする。また、r三 国志演義』

に登場する、蜀の宰相諸葛孔明が滅ぼ した南の蛮王孟獲はタイ族の王であった、というダムロ

ン親王の説 を引用する。雲南省の大理を都 とす る南詔王国をタイ族の国家(A.D.618-757)

として時代設定 し、雲南の大理府 はタイ族の都 ノー ンセーであったといい、南詔王国の王、細

奴羅はクン ・ルワン王、皮羅閣はラーオ族の伝説上の始祖 クン ・ボーロム(ま たはクン ・ブー

ホム)に 同定 している。そ して クン ・ボーロムが到達 したテーン国は演国であったとい う。時

代 も地域 も超越 して、少 しでも似た音をさが して短絡する、語呂合わせのような論が展開され、

タイ族の もつ神話伝説を援用 して、中国史のなかか らタイ族 らしきものを歴史事実として読み

とっていこうとす る。 そ して、チエ ンセー ンを都 とす るヨーノック王国時代(757-1107)、

ラー ンナー王国時代(1107-1187)が 続 き、 シャム王国のスコー タイ時代(1257-1350)と

なって、本書で もダムロン親王 と同 じくスコータイ王朝をシャム王国の一時代 とみな し、アユ

タヤ王朝、現在のラタナ コーシン王朝 と連続す る 「タイ族のシャム王国」という一系の国家 と

して時代区分す る。 こうした歴史認識は、 ラーンナー王国が20世 紀初頭以降にラタナコーシン

王朝に併合 されてい ったのと同 じく、スコータイ王国もかつて14世 紀中期にアユタヤ王国 と並

立 し、その後、15世 紀中期にアユタヤ王朝に併呑吸収 された歴史事実 は無視 している。

この民族史では、現 ラタナ コーシン王朝につ いては、150ペ ージにわたる歴史記述の うちの

わずか4ペ ージしか割いていないのに比 し、歴史以前のタイ民族史には116ペ ージを割いて、タ

イ民族の古 さを強調 している。民族史のほとん どを 占める前史は、タイ語に翻訳紹介 された中

国の歴史小説か ら、っねにタイ民族が漢民族 よりも先行 し、先に黄河流域に達 し、先に揚子江

に達 していた先駆者 として位置づけ、漢民族 は後か ら到達 した後発組であるとする。漢族より

先 まわ りして民族移動するタイ族の存在、漢族に抵抗する南方の諸国や王を拾い出 し、タイ族
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の国家、タイ族の国王 として読み取ろうとする読み替えには、タイ民族の漢民族に劣 らぬ歴史

の悠久性を強調する意図があ り、中国の漢族 に対抗す る民族 としてのタイ族の偉大 さを想起 さ

せる内容になっている。漢民族の覇権膨張、圧倒的圧力に対する周辺民族の反発 と対抗意識を

感 じさせるが、中国が4000年 の歴史を誇 るな らタイ族の歴史 としてはシャム王国を含む5000年

の王朝史を記述 して、連綿たる悠久の歴史を描いたのが、受賞 した理由のひとっであったであ

ろうし、今まで版を重ねて きた理由であろう。また、本書をrラ ック ・シャム』でな くrラ ッ

ク ・タイ』 と称 したのは、民族史を描いたか らであったのだろう。結局、本書の説 く内容が誇

張 した民族史であって も、現代史の中に当てはめれば、華僑は新参者で、 タイにおいてはタイ

人が優位に立っべ きであ るとい う主張であり25)、 華僑に対抗するタイの国家 イデオ ロギーを

構築す るための著作であった。

本書の歴史の章を しめ くくる終 りの4ペ ージで略述されているラタナコーシン王朝 は、ベ ト

ナムの王朝を支援 し、 ビルマを破 り、西洋列強 と条約を結んで、第一次世界大戦 に参戦 したと

いう対外関係が語 られている。今や西洋列強の植民地となったビルマ、ベ トナムに対 して、隣

国より優れた立場、西洋列強 と共に並ぶ対等意識、大国に成長 したタイ族の国家 という、他国

と比較す る視座、歴史認識が読みとれる。

タイ族の歴史の古 さを誇 り、この地での優位性を主張す る自意識と威信の言説は、 ピブーン

ソンクラーム(以 下 ピプー ンと略称)政 権が1939年6月24日 に発布 した 「ラッタニヨム」(国

家信条)の 第一号において、はじめて 「シャム」という国名を 「タイ」に変更させ26)、 華僑

のタイ国内での政治活動を取 り締 まり、華僑学校を全部廃校に追いや った華僑弾圧政策に27)、

大きな支えにな ったであろ うし、 ピブーンが唱えたナショナ リズム 「大 タイ主義」という自尊

心にも影響を与えずにはおかなかったであろう。 ピブー ンが 「ラッタニ ヨム」第三号で発布 し

たところの 「タイ」の定義 は、 ラーオ族であろうとムス リムであろうとタイ国内に住んでいる

者は 「タイ人」 と呼ぶ こととした。国民国家 と して 「国ゴ と 「民」を合一 させ る国名に 「タ

イ」を選び、 「国民」として、民族の出自、宗教を問わない 「タイ人」という呼称 に統一させ

たと解釈される。タイに住む華僑 に対 しては、国籍を取得 し易 くして、タイ国籍に変え ること

を奨励 した とい う28)。 ピブー ンの華僑弾圧政策 は華僑排斥で はな く、同化政 策で ある。 ピ

ブーンは同化 した華僑を 「新タイ人」と呼び、 「旧タイ人」と一緒になって国家建設に励むよ

う演説 している。 ダムロン親王があげたタイ族のもっ伝統的精神 「寛容性」と 「同化力」は、

ピブーン政権の政治の場で、華僑を対象に具体化 され実践されていたことになる。

タイ族5000年 という民族移動史は根拠がないと、さすがに今では否定されている。 タイの中

11



学校用歴史教科書では、中国の史書、タイの伝説、言語の系統、地理学的 ・考古学的根拠か ら、

タイ族の原郷を中国の広東 ・広西の両省 とす る説を取 り上げている29)。 タイ族はだいたい河

川の近 くの水の豊富な農耕に適 した平地 を好み、砂漠や山岳地帯に住むはずはないのだ と解釈

す る。また南詔王国 もパイ族やイ族の国家 という最近の学説を支持 し、 タイ族の国家という説

を退けている。 さらにrラ ック ・タイ』で示されたタイ族の大陸移動説を否定 しうえで、それ

に変わ るタイ民族の起源論 として、タイの北部、 ビルマのシャン州、メコン川のルア ンプラ

バー ン、ベ トナムの トンキ ン地方を支配 した とい うシンハナワ ッ ト王子(NakhaphanSing-

hanawatNakhon)の 伝説を登場 させている。王子の末商であるプロム王(PhrachaoPhrom)

が6世 紀 ころクローム族(Kromま た はKhom、 モ ン ・クメール族 の祖先)を 撃退 して北タ

イ地方を支配 した、 といい、それか らチャオプラヤー川の流域に進 出 して行 った、 と説明す

る30)。 そ して12世 紀 にタイ族 はい くっ もの部派 に分かれて勢力を拡大 してい った として歴史

にっな ぐ。連綿と王統が続 くシンハ ナワッ ト王子の伝説が世に紹介 されたのは、チエ ンマイの

郷土史家 によってであり、バ ンコクで知 られるようになったのは最近である。っま り、この伝

説は北タイのユワン族の伝承であって、チャオプラヤー川流域に住むタイ族の ものではない。

ユ ワン族 は北 タイの住民を指 し、タイ中央部のタイ族 と同じタイ族であるという広い見地か ら

いえば、タイ族の起源説話 として も不合理ではない。歴史をより古 くさかのぼ り、民族の起源

を説 くためには、タイ国内のタイ系民族の伝説を援用 して、スクラップアン ドビル ドの歴史構

築が続け られている。

7.革 命 政 府 と ラ ー ム カ ム ヘ ー ン 王 碑 文

1932年6月24日 に ル ワ ン ・ピ ブ ー ン ソ ン ク ラ ー ム や ル ワ ン ・プ ラ デ ィ ッ トマ ヌ ー タ ム ら に よ

る立 憲 君 主 革 命 が 成 功 し、1933年6月20日 に は革 命 の 元 勲 プ ラ ヤ ー ・パ ホ ン ポ ンパ ユ ハ セ ー

ナ ー が 政 権 を掌 握 した 。 革 命 政 府 の ブ レー ン と して 芸 術 局 長 を 務 め て い た ル ワ ン ・ウ ィチ ッ ト

ワ ー タ カ ー ンは 、1934年 に 碑 文 を 解 説 したrラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 碑 文 』3Dと い う小 冊 子 を 著

して い る 。 当 時 の 首 相 プ ラ ヤ ー ・パ ホ ン ポ ンパ ユ ハ セ ー ナ ー が 「ま え が き 」 を 書 き、 「タ イ 族

が 外 国 人 勢 力 の 羅 絆 を 断 ち 、 民 族 の きず な を 固 く した 時 代 。 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 が 成 し遂 げ ら

れ た よ うに 、 わ が タ イ の 国 家 の 安 定 と名 誉 を 一 致 協 力 して 保 持 しよ う」 と述 べ て い る 。 ま た ル

ワ ン ・ウ ィ チ ッ トワ ー タ カ ー ン も、 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 を タ イ民 族 最 初 の 「大 王 」 と 讃 え 、 強

固 な シ ャ ム 国 を 建 設 した が 、 王 の 治 世 が 去 る と 誰 ひ と り と して タ イ の 固 有 性 を 維 持 し よ う とせ

ず 、 古 代 ク メ ー ル 式 に もど った 、 と ダ ム ロ ン親 王 の 説 を 敷 術 す る。 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 を 民 族
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英雄と して讃え、独立 と民族統一を果た したという局面が強調 されているのは、反革命の動 き

を封 じた後に発足 した革命政府にとって、国家統合が最重要課題であ り、国家統合の英雄と し

ての側面からラームカムへ一 ン王が起用されていたのであろう。ラームカムヘーン王の治世を

理想 とする時代を現代に蘇え らせて、安定政権を築 こうとする努力が こうした著述 にもあ らわ

れている。ルワン ・ウィチ ットワータカーンは後 にサ リット政権のプレ』 ンとなり、サ リッ ト

に 「ポークン」の思想を伝授 している。

1938年12月 か ら1944年8月 まで政権を掌握 し、戦後は1948年4月 に再 び政権の座にっいてい

た ピブー ンは、1955年7月14日 の 自分の誕生 日に総理府か らrス コータイ史第一巻』32)を 出

版させ配布 している。300ペ ージ近 い大判に良質紙を用 い、1ペ ー ジ大の写真40枚 を挿入 した、

当時 としては立派な装丁のrス コータイ史第一巻』は、ラーマ六世やダム ロン親王 らのス コー

タイに関す る著作の中か ら、スコータイ史にかかわる部分を抜粋 して編集 され、 とくに新 しい

内容を もっ ものではなか ったが、 ピブーンの政治的意図を十分にうかがわせ るものであった。

ピブー ンは 「まえが き」で、 「スコータイの時代はタイ民族が定住地を見いだ した時代。物質

的 ・精神的に発展 した証拠 として、碑文をはじ'めて持った時代」と規定 し、 「国家の栄枯盛衰

に責任感を高揚 させ るため、我がタイ国がかつて光輝ある歴史を有 したことを学んで、国民の

間で理解を深める時期にきたという気がす る33)。」と述べ、そのために、スコータイ時代歴史

編纂小委員会を発足 させている。そ して本書の出版は価値ある記念碑のような ものだという。

スコータイ王朝 はタイ史のなかの理想的な王朝であり、国家開発を推進す るシンボルとして、

国民に広 く周知 させることを意図 していた。 この時期、1954年 に東南アジア条約機構(SEATO)

が発足 し、1955年 には戦時中に日本がタイで用いた特別 円の問題が解決 して協定が結ばれてい

る。 タイが開発独裁へ向か う幕開けの時に、スコータイ王朝は、タイの精神的支柱と して登場

していた。1957年 に ピブーン政権 はサ リット・タナラッ ト将軍によって打倒 されるが、サ リッ

トはスコータイ王朝のラームカムヘー ン王の温情主義の局面を学びとったことは、すでにみた

ところである。

8.政 治 的伝統 を創 りだす ラー ムカム ヘー ン王碑

タイを代表す る国際的に も有名な政治家であり外交官であ って、かつ学者として著作活動を

続けていた二人の人物が、1965年 にあいっいでラームカムヘー ン王碑文を紹介 している。なが

らくピブー ン政権の外交顧 問を務め、国連総会の議長を務めたことがあるワンワイタヤコー ン

親王は、セデスによるラームカムヘーン王碑文のフランス語訳 と並べて英訳 して紹介 してい
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る34)。 一方、かって戦時中のアメリカ駐在公使の身分から抗 日組織 自由タイを率いた ことが

あ り、戦後は二度 も首相 に選出されたセーニー ・プラーモー トは、1965年 に私立学校協会 にて

ラームカムヘー ン王碑文にっいて講演 し、その講演録が後に出版されている35)。 セーニー ・

プラーモー トによれば、講演する契機になったのは、同年 に国王がラームカムヘーン王碑の レ

プリカをジュネーブにある国際法学者団体に寄贈されることになり、まずタイの法律家協会に

下賜 されたことには じまるという。それに因んでセーニー ・プラーモー トはテ レビ出演 したが、

自分の話す時間が少 な くなって しまい、あ らためて講演.の機会を もった とい う36)。 また、

ラームカムヘーン王碑の レプリカは、それ以前にアメリカでの法律家の国際会議にタイの法律

家協会の代表が持っていって展示 し、関心を呼んだともいう。す るとワンワイタヤコー ン親王

によるラームカムヘー ン王碑文の英語訳は、 この レプ リカにつけられたのであろうか。この時

期のレプ リカ製作は、海外向けにタイ歴史文化の高 さを誇示するためであり、国内においては

教育の場における歴史知識の普及に役立て るものであった。

イギ リスで法学 を学んだ法律家セーニーは、ラームカムヘーン王の碑文の内容か ら、その政

治的メッセ「 ジを分析 して、タイで最初の憲法 と呼ぶべき内容の ものであり、同時代の13世 紀

のイギ リスのマグナ ・カルタに匹敵する内容を もつ と高 く評価する3η。ただ し、マグナ ・カ

ルタはジョン王が貴族たちに強制されて承認 した勅許状であるのに対 し、碑文では国王が国民

を愛 し慈 しんで、自ら進んで自由を与えている38)、 と解釈 して、このよ うな内容の政治的文

書 は世界のどこをさが しても、いまだかって出会 ったことがないと、専門の立場か らその特異

性をあげている。セーニーはさらに、イ ン ドシナ半島に残る碑文 はたいてい寺院の建立とか寄

進を顕彰す る碑で、それ も、王様が食べていた魚を捨てると泳ぎ出 したとい うような、とか く

奇跡を起 こす話を刻文 にしているが、ラームカムへ一ン王碑文は王家の系譜を語 り、国家を讃

え、国民を褒めた、政治 と制度を語 る稀な碑文である39)、 と碑文と してかな り特異な内容 に

疑念を呈す る。また、セーニーはラームカムへ一 ン王碑文の内容に、 自由 ・平等 ・博愛 という、

極めて近代的な精神がみなぎっているのに感動を覚えなが ら、 しか し、13世 紀にこのような碑

文がありえるのだろうか と、実証を重ん じ法理を探究する法学者 としての立場から、判断に苦

しんでいる。また、ラームカムへ一ン王が王宮の門に鈴をつけて、苦情や訴えに訪れる国民の

声 を聞いたという話に、 自宅でベルを押 して使用人を呼んで用事を言いっけている自分の立場

で考えて も、 これで は国王でな くてベル ・ボー イで はないか40)、 とセーニーは首をか しげる。

1980年 代末に偽作説の論争が起 こる四半世紀 も前に、碑文の伝える政治的手法に、不自然 さを

読み取 っていたタイの政治エ リー トがすでにいた。
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ところで、ラーマ四世モ ンクッ ト王は正9世紀中葉の絶対王政の もとで、王宮の門に 「審判太

鼓」なるものをぶ ら下 げ、国民の呼び出 しにこたえて、王 自らが訴訟事件の審判を下す直訴

「ディーカー」(Dika)の 実施を布告 していた。

この 「ディーカー」の制度がラームカムへ一 ン王以来途絶えて、 ラーマ四世が復活させてい

たとすれば、ラーマ四世はラームカムヘー ン王碑文を確実に解読 していたといえる。 ラーマ四

世はラームカムヘーン王碑を発見 したそのひとである。王はまた、 ピリヤによればラームカム

ヘーン王碑を創作 したひととされて いる国王である。王が27年 間の僧籍にいる間に、西洋人か

ら西洋思想を学んでいたとい う推測 も可能である。いずれにせよ、ラーマ四世 は約600年 前の

伝統を復活させたか、あ るいは新 しい伝統を生み出そ うとしていたのである。ラーマ四世 は治

世中(1851-1868)に 「デ ィーカー」に関す る布告を5回 も発布 してい る4D。 順に要約する

と次のようになる。

1.「 ディーカーに関する布告」(1853/4)

スッタイサワン宮殿(現 プッタイサワン宮殿)に おいて月4回 実施する。

難儀、困苦、争い事を訴えでることがで きる。冤罪は無罪放免 とす るし、処罰の要

する者は禁固刑に処す。

2.「 ディーカーに関す る布告」(1855/6)

月4回 の実施が困難 となり、待たせ ることが多いので、兄弟親戚 ・友人知己が役人

を している者は役人を通 じて宮殿の どこで もいっで も直訴できる。直訴の内容は事

実を正直に正確 な綴字で野卑な言葉を避けて書面にせよ。

3.「 デ ィーカー受付時間に関する布告」(1856/7>

バ ンコクにおいては省法廷に訴え、地方では地方国主や事務当局 に訴えよ。地方国

主や地方官が忌避す る場合は、彼 らを中央省庁に起訴せよ。中央省庁が公正に裁か

ない場合、受けっけない場合は直訴せよ。事実を簡潔に品良 く述べよ。王宮書記官

に代筆を依頼 して もよい。知 り合いの王宮役人に依頼 して直訴 して もよい。そうし

た知己がない場合、毎月陰暦の7日 、14日 に国王がス ッタイサ ワン宮殿にお出ま し

にな るか ら、太鼓が鳴った時に参上せよ。王がお出ま し不可能な場合、マヘースワ

ンシワウィラー ト王子が同宮殿で国民の直訴を受ける。

4.「 デ ィーカーに関す る布告」(1858年4月6日)

プラチ ョーム王[ラ ーマ四世]が 常にすべての国民を慈 しんでお られるのは、バ ン

コク内外の役人 も国民 も知るところであ る。争い事を訴えたい者 は一枚一枚紙に簡
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潔に事実を述べ、いつでもどこで も王宮の役人に渡せ。それがで きない者は、月4'

回の 「仏の 日」に待機せよ。王のお出ま しがない時 はマヘースワンウィラー ト王子

が代わ って受 けつける。不当な手数料を要求する王宮役人は処罰 される。王に直訴

できた者 には2サ ル ン(半 バーツ)を 紙代 として下賜す る。

5。 「ディーカーと流言飛語に関する布告」(発 布年不詳)

最近は流言飛語が人心をまどわ し、それが直訴にまで反映されて、あそこの税をと

りたてよとか、あの人物を逮捕せよとか、あの人物を処罰せよとか、 とか く虚偽が

人を惑わ している。そこで、人を驚かすどんな話を聞いたか、事実かどうか書面で

尋ねよ。国王は事実を明らかに し、疑念を晴 らして くれ るであろう。とくに重要な

事が らは布告 によって周知させる。そうした話 をもた らした者 には褒美を贈る。上

奏する書式を次のように定める。

最初の布告の 「難儀、困苦、争い事を訴えでることができる」とい う表現は、語彙は同 じで

はない ものの、ラームカムヘー ン王碑文の表現 に酷似 している。最初は簡便に何の規制 もせず

始めたが、まもな く国王ひ とりでは対応できな くなり、役人たちが取 り次 ぐようになり、書面

で受けつ け、代理に王子が訴えを聞 くようになる。そ して地方で も受けつけるが、次第に裁判

制度の体裁になってい く。 しか し、乱用悪用が激 しくなり、書式を定めて受けっけるようにな

る。月4回 の 「仏の日」は、 ラームカムヘーン王碑文ではラームカムヘー ン王が国民の前で政

り事を執 り行 う期 日になっていた。

こうした繁雑ないきさっを知 ってか、あるいは王権を強化 し国王の威厳を回復 して、絶対王

政を高揚するためか、ラーマ五世チュラーロンコーン王はこの 「デ ィーカー」の制度を継承 し

ていない。20世 紀に入 って初等裁判所と高等裁判所が設立 され、その判決 に不服である場合は、

国王の代理をっとめる 「ディーカー」委員に控訴できる制度 になっていた42)。 現代 は初等、

高等、最高の3階 級の裁判所があるが、国王に直訴する 「ディーカー」は、時 としてよみがえ

り、可能 となる。ベルや太鼓 こそっる して はいないが、4000～5000バ ーツほど上納すれば、王

宮において親 しく国王 に拝謁できたとい う43)。 また、1973年10月 の憲法要求運動 において、

学生や知識人 と軍部が衝突 したいわゆる 「学生:革命」は、学生たちの代表が王宮にお もむいて

直接国王に訴えたのに応 じて、国王が内閣総辞職を求めたので成功 したといわれている44)。

ラームカムヘー ン王碑文に語 られた国王に直訴する制度は、タイの近代化のなかに再現され、

伝統 として現代 に生 きている。

ラームカムヘーン王碑 レプ リカによる普及の前、タンマサー ト大学が教養学部を1962年 に新
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設す ると、学部校舎の二階か ら七階までの広 い壁面を利用 して、ラームカムヘーン王碑文が大

きな文字で模写 された。また高校卒業生なら誰でも入学で きるオープン ・ユニバーシティーと

して1971年 に新設 された国立大学は、ラームカムヘー ン大学 と命名 され、キ ョンパスの中央に

はラームカムへ一 ン王の像が安置されている。 タイ文字を発明 した王はタイの学問の始祖、碑

文はタイの文化文明の起源とされるようになった。 さらに1980年 に創設 された放送大学 は、ス

コータイ ・タンマティラー ト大学 と命名 された。 「タンマティラー ト」とは 「仏法を政治に体

現する国王」をいう。スコータイの王は仏法の倫理を実践 して きた王であり、善悪理非 に判断

を くだす王者である。そ して、1283年 にタイ文字が誕生 したとして、700周 年 にあたる1983年

に、チュラーロンコーン大学 はラームカムへ一 ン王碑の レプリカを大量に製作 し、世界のタイ

語を教授 している大学、タイを研究 している研究所 に寄贈 した。チュラーロンコー ン大学 はタ

イの伝統的学問文化を継承 し研究す る機関を自負 して いる。タイ文部省芸術局 も同 じ時期 に

ラームカムヘー ン王 とスコータイに関する多 くの出版物を発行 し、 ラームカムヘー ン王の功績

を讃え、 この時代をタイの理想郷 と描 き出している。そ して中学校の歴史教科書は、ラームカ

ムヘー ン王を国家英雄 と讃え、スコータイ王朝を異民族か らの自立、国家建設 と発展 に尽 くし

た祖先への誇 りを もたせるべ く教え られている。

9.結 び

ラームカムヘー ン王碑が世に紹介 されたのは、19世 紀中期 ヨーロッパ諸国との通商航海条約

を結ぶ、.ヨーロッパか らの衝撃を うけて、タイが新 しい事態に対処 しなければな らないときで

あった。ラームカムヘーン王碑の刻文が国王と国民の慈愛に満ちた家父長的温情主義、 自由な

交易 と平等な社会を語 り、異民族の同化と異民族か らの独立不羅の民族性を示 して、過去のタ

イに、 ヨーロッパの文明国家に勝るとも決 して劣 らない、文化の高い品位ある国家社会の存在

を誇示す るには、まことに時宜を得た登場であった。その半世紀後 に迎えた大量の華僑流入に

際 して も、 この地に古い歴史を持っ民族、高い文化 と伝統を持ち、かっ包容力を持 ち同化を促

す、タイの誇 りと威信を示す民族主義の根拠を示すのにも、ラームカムヘーン王碑文は十分に

応える内容をもって いた。そ して、立憲君主革命においても国家統合の範たりえた し、開発独

裁の時代 には発展のモデル とな り、温情主義が強引な独裁政治を影で ささえていた。国王に直

訴するディーカーは、ときの政治の動きを転換する絶大な力を発揮す るのを、われわれは見て

きた。近現代のタイにおいて、ラームカムヘーン王碑文が語 る内容は、時代の異なる要請 に応 じ

て、それぞれ異な る局面を伝えて貢献 して きた。そ してそれ らは王国のかけがえのない思想 と
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なり、国家 と国民をつな ぐイデオロギーの一部 とな って、タイの国家精神の拠 り所になってい

る。

ラームカムヘー ン王碑文で語 られるスコータイ王朝が、 シャム王国の最初の王朝と位置づけ

られ、逞羅の 「邊」がスコータイではな く、アユ タヤを指 し45)、 あ るいはスパ ンブ リーを指

そ うが46)、 スコータイが 「シャム」を指 し 「逞」とす る、 という主張が、タイではいまだに

通説 とな っているの も、 ラームカムヘー ン王碑の存在によるところ大なるものがある。 ラーム

カムヘー ン王碑がスコータイ王朝の始 まりを語 り、スコータイ王朝が現代の王朝 にっなが る

シャムの初代の王朝 とするならば、 「邊羅」の 「逞」は シャムの理想的な王朝 スコータイで

あ って ほしいのである。 タイの保守主義者や ロイヤ リス トの間で 「タイ」とい う国名よりも

「シャム」の方を好むの も、ラームカムヘー ン王碑の刻文が現代タイの政治活動や文化活動、

精神活動 にいたる諸 々の タイの伝統の起源 となっているとす るからであ り、 ラームカムヘーン

王の碑文で始まる輝 けるシャムの王朝の存在と無関係ではあるまい47)。 一方、 「タイ」とい

うことばは、 「シャム」を含み 「シャム」よりも歴史をはるかにさかのぼ り、かつイン ドシナ

半島か ら中国南部に分布 して居住す る民族が一致 して用いる名称であり、民族の伝統を継承 し

た盟主 としての国家 「タイ王国」がある。また、同化 した民族を含む 「国民国家」の国民と し

ての 「タイ人」がいる。 そして 「タイ」 という呼称 もまた、ラームカムヘー ン王碑文のなかに

用意されている。

だが、ラームカムヘー ン王碑文が世に広 く知 られ、研究が深まれば深まるほど、碑文の言語

や文字に特異性を見いだ し、歴史的事実や現場との矛盾が指摘 され、果た して13世 紀のタイに

このような比類なき理想的な国家が存在 し得たであろうかと、実証を重ん じる学者は疑問を投

げかける。 しか し、それにもまして、ラームカヘー ン王碑の語 る内容が タイの古代史を形成 し、

ひるがえってタイの近現代史を補強 し、タイの王権 と政治を強化す るという二重三重の役割を

果たし、さらにラームカヘー ン王碑の銘文がタイ固有の良き伝統と して現代を動か しているか

ぎり、もはやラームカムヘー ン王碑が偽作であろうがなかろうが、その存在性が意味を持っの

である。
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【資 料】

ラームカムヘ ーン王碑文 和訳

訳 吉 川 り禾
ム

ロ
●
.
'

[碑 文 第 一 面]私 の 父 の 名 は シ ー イ ン タ ラ ー テ ィ ッ ト(Si-Intharathit)、 母 の 名 は ナ ー

ン ・ス ア ン(NangSuang)、 兄 の 名 はバ ー ン ム ア ン(BanMuang)と い う。 私 に は 同 腹 の

兄 弟5人 、 男3人 、 女2人 が い た 。 長 兄 は幼 逝 して い た。 私 が19歳 の と き 、 チ ョ ー ト[=現 在

の メ ー ソ ー ト、 ビ ル マ 国 境 付 近]国 主(Chao-MuangChot)の ク ン ・サ ー ム チ ョ ン(Khun

Samchon)が タ ー ク 国(MuangTak)を 攻 撃 し、 私 の 父 が 出 撃 して ク ン ・サ ー ム チ ョ ン の 左

側 を 攻 め た て 、 ク ン ・サ ー ム チ ョ ン は右 側 か ら攻 撃 して きた 。 ク ン ・サ ー ム チ ョ ンが 侵 入 して

く る と、 わ が 父 の 臣 下 た ち(Phrai-fa-na-sai)は 散 り じ り に逃 げ 出 した が 、 私 は 逃 げ な

か っ た 。 私 は べ 一 ク ポ ン[と い う名 の]象 に乗 っ て ク ン ・サ ー ム チ ョ ン と戦 っ た 。 私 は マ ー ト

・ム ア ン[と い う名 の]象 と戦 っ て 、 ク ン ・サ ー ム チ ョ ンは 敗 走 した 。 ク ン ・サ ー ム チ ョ ンの

象 を倒 し た こ とで 、 父 は 私 に プ ラ ・ラ ー ム カ ム ヘ ー ン(Phra-Ramkhamhaeng)と い う 名

を つ け て くれ た 。 私 の 父 の 御 世 は 、 私 は 父 に つ く し母 にっ く した 。 肉 や 魚 を 獲 得 した 時 は、 父

に 献 上 した 。 酸 っ ぱ い果 物 や 甘 い果 物 、 美 味 しい もの を得 た と き は、 私 は 父 に献 上 した 。 わ な

や 象 棚 で 象 を 捕 獲 した と き は 、 私 は 父 に 献 上 し た 。 私 が 他 国 に 行 っ て 、 象 を 得 た り、 下 男

(pua)を 得 た り、 下 女(nang)を 得 た り 、 銀 を 得 た り金 を 得 た りす れ ば 、 父 に 献 上 し た。

父 が 亡 くな った と き、 兄 が 継 い だ 。 私 は 父 に っ く した よ うに 兄 に つ く した 。 私 の 兄 が 亡 くな る

と 国 の 全 部 が 私 の もの に な った 。

ラ ー ム カ ム ヘ ー ン 王(Phok-hunRamkhamhaeng)の こ ろ 、 ス コ ー タ イ の 国(Muang

Sukhothai)は 良 か っ た 。 水 の な か に魚 が 住 み 、 田 に は稲 穂 が 実 っ た 。 国 主(ChaoMuang)

は 道 中 の 住 民 か ら税(Chakop)を 徴 収 しな か った 。 牛 を ひ い て 商 い に 行 く者 、 馬 に 乗 って 売

りに 行 く者 、 誰 か 象 を 商 い た い 者 は 商 い し、 誰 か 馬 を 商 い た い者 は商 い し、 誰 か 銀 や 金 を 商 い

た い 者 は 商 い した 。 臣 民(Phrai-fa-na-sai)で あ ろ う と、 王 族(LukChao)、 貴 族

(LukKhun)で あ ろ う と 、 誰 あ ろ う と亡 くな れ ば 、 亡 くな った 父(Pho-chuasua-kham-

man)の 家 屋 、 一 族 、 装 身 具 、 馴 象 、 妻 子 、 穀 物 、 従 者(Phrai-fa-kha-thai)、 そ の 家

系 の 父 の ビ ン ロ ウ 樹 の 林 、キ ンマ の 木 は 、 こ と ご と くそ の 子 に 継 承 さ れ る。 一 般 大 衆(Phrai

fa)、 王 族(LukChao)、 貴 族(LukKhun)で あ ろ う と、 も し争 い が 生 じ た ら、 事 実 を 取
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り調 べ 、 公 正 に か れ らの た あ に 裁 判 す る 。 贔 屓 す る 者 や 隠 匿 す る者 の 側 に 味 方 しな い 。 米 を み

て も王 は 欲 しが らな い し、 財 を み て も取 ろ う と しな か った 。 誰 か 象 に 乗 って 、 国 の 保 護 を 求 あ

て くれ ば 、 援 助 して や っ た 。 象 もな けれ ば 馬 もな い 、 男 もな け れ ば 女 も な い 、 銀 も な け れ ば 金

もな い[と い う有 力 者 に は]、 国 が 成 立 す る ま で 、 そ れ を 十 分 に 与 え た 。 敵 や 兵 士 を 捕 獲 した

と き に は 、 殺 した り殴 っ た り しな か った 。 入 口 の 門 に 鐘(Krading)が ひ と っ っ り下 げ て あ

る。 市 中 の 顔 を 覆 っ た 庶 民(Phrai-fa-na-pok)で 、 争 い 事 を 持 っ て い た り 、 腹 が 痛 くな

り、 胸 が つ か え る思 い を して い る者 は、 気 軽 に 王(Chao-Khun)の と こ ろ へ 行 き、 王 が っ り

さ げ て お い た 鐘 を 鳴 らす の で あ った 。 国 主 の ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 が 、[碑 文 第 二 面]そ れ を 聞

くと 、 公 正 に審 問 した。 ス コ ー タ イ の 国 の 民(Phrai)は 誉 め 称 え た。[王 は]国 中 に ビ ン ロ

ウの 木 、 キ ンマ の 木 を 植 え 、 ヤ シの 林 も国 に は多 くあ っ た。 ハ ラ ミツ も国 に 多 くあ っ た 。 マ ン

ゴ ー も国 に 多 くあ っ た 。 タ マ リ ン ドも国 に多 くあ っ た 。 誰 か 植 え た 者 の 所 有 に な って い た 。 ス

コ ー タ イ の 国 に は トラ パ ン ポ ー イ の 池 が あ った 。 水 は 澄 ん で メ コ ン川 の 水 の よ う に 美 味 し い
。

ス コ ー タ イ の 周 囲 に は三 重 の 城 壁 が あ り、3400ワ ー[1ワ ー=約2メ ー トル]あ っ た 。 ス コ ー

タ イ の 人(khon)は お 布 施 を し持 戒 す る の が 好 きで 、 よ く寄 進 す る。 ス コ ー タ イ 国 の ラ ー ム

カ ム ヘ ー ン王 を は じあ 、 老 若 男 女 、 王 族 も貴 族 も仏 教 に 帰 依 して い た 。 安 居 入 り に は 誰 もが 持

戒 し、 安 居 明 け に は 衣 を 寄 進 し、 一 か 月 の 後 に は子 安 貝 を 盛 った 飾 り、 果 物 の盛 り っ け 、 花 の

盛 りっ け 、肘 掛 け 、枕 、 従 者 、 僧 衣 を 寄 進 す る。 年 に 二 百 万 もの 贈 り物 が あ る。 森 林 派(Aran-

yajik)[の 寺 院]か ら市 中 の 広 場 に通 ず る行 列 に は 、 太 鼓 の 音 、 歌 声 、 弦 の 音 が 響 き 、 踊 り

た い 者 は 踊 り、 笑 い た い 者 は 笑 い、 歌 い た い 者 は歌 った 。 ス コ ー タ イ に は 四 つ の 門 が あ り中 央

門 は人 が 押 し合 い して 入 っ て 、 蝋 燭 を 灯 し花 火 を あ げ た 。 ス コ ー タ イ の 町 は わ れ ん ば か りで

あ った 。 ス コ ー タ イ の 町 の 中 央 に は 本 堂 が あ り黄 金 仏 が あ り、 立 った 仏 像 が あ り、 大 仏 が あ り、

美 しい 仏 像 が あ った 。 大 きな 本 堂 が あ り、 美 しい 本 堂 が あ り、 僧 が いて 、 修 行 僧 が いて 、 高 僧

が い て 、 大 僧 正 が い た 。 ス コ ー タ イ の 西 方 に は森 林 派 が あ り、 ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 は こ の 町 の

僧 よ り も深 く三 蔵 経 を 学 ん で き た 知 識 の あ る 大 僧 正 、 高 僧 に 帰 依 した 。 「こ の 僧 た ち は]ナ

コー ン シ ー タ ン マ ラ ー ト(MuangSithammarat)か らや って 来 た僧 ば か り で あ る
。 森 林 派 の

中 心 に は 、 大 き な 美 しい 本 堂 が あ り、 立 っ た 仏 像 が 一 体 あ る 。 ス コ ー タ イ の 東 側 に は 本 堂 が あ

り僧 が い る。 大 き な 池 が あ り、 ビ ン ロ ウの 林 が あ り、 キ ン マ の 林 が あ り 、 畑 が あ り 田 が あ り、

建 物 が あ り、 大 き な 村 、 小 さ な 村 が あ り、 マ ン ゴ ー の 林 が あ り タ マ リン ドの 林 が あ り、 絵 に 描

い た よ う に美 し い。[碑 文 第 三 面]ス コ ー タ イ の 北 側 に は、 市 場 が あ り、 ア チ ャナ 仏 像 が あ り、

本 堂 が あ り、 ヤ シ の 林 が あ り、 ハ ラ ミツ の 林 が あ り、 畑 が あ り田 が あ り、 建 物 が あ り、 大 き な
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村 、 小 さ な 村 が あ る。 ス コ ー タ イ の 南 側 に は 、 庫 裏 が あ り本 堂 が あ り、 僧 が い る。 ダ ムが あ り、

ヤ シの 林 が あ り、 ハ ラ ミツ の 林 が あ り 、 マ ン ゴー の 林 が あ り 、 タ マ リ ン ドの 林 が あ り、 滝 が あ

り、 プ ラ カ プ ン[と い う 山]が あ る。 こ の 山 の 神 聖 な 精 霊(Phi-Thepda)は この 国 の ど の

精 霊(Phi)よ り も偉 大 で あ る。 この ス コ ー タ イ の 国 を 支 配 す る 王(Khun)が 正 し く祭 祀 す

れ ば 国 は 安 泰 で あ る。 祭 祀 しな か った り、 正 し く祭 祀 しな け れ ば 、 この 山 の 精 霊 は加 護 せ ず 、

国 は 滅 び る。1292年 辰 年 、 こ の シ ー サ ッ チ ャ ナ ー ラ イ ・ス コ ー タ イ(Sisatchanalai-Suk-

hothai)の 国 主(ChaoMuang)ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 が サ トウ ヤ シの 木 を 植 え て14年 、 石 工

に 石 の 台 座 を 作 らせ て 、 サ トウヤ シの[林 の]中 央 に安 置 した 。 新 月 の 日、 白 月8日 、 満 月 の

日、 黒 月8日 の 日 に は僧 や 高 僧 が そ の 石 の 台 座 に座 り、 持 戒 す る在 家 の 信 者 に説 経 す る。 お 経

の な い 日 に は シ ー サ ッチ ャ ナ ー ラ イ ・ス コ ー タ イ の 王 ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 が 石 の 台 座 に 座 って

王 族 や 貴 族 た ち 、 国 を 治 め る人 物 た ち と政 治 を 行 な っ た 。 新 月 と満 月 の 日 に は ル ー チ ャ ー ク

リー と い う名 の 白 象 の 左 右 の 象 牙 に 黄 金 を 貼 りっ け 、 そ の 象 に乗 って 森 林 派 へ 参 詣 した 。 チ:ヤ

リア ン 国(MuangChaliang)に 石 碑 の ひ と っ を 仏 舎 利 と一 緒 に安 置 した 。 も うひ と つ の 石 碑

は サ ム パ ー イ 川 の 川 岸 の プ ラ ラ ー ム(Phra-Ram)洞 窟 に 安 置 した 。 も う ひ とっ の 石 碑 は こ

この サ トウ ヤ シの 林 の 中央 に 安 置 した。 こ こ に は休 憩 所 が ふ たっ あ り、 ひ とっ を プ ラマ ー トと い

い 、も う ひ とっ を プ ッタ サ ー ラ ー と い った。石 の台 座 は マ ナ ンシ ラ ーバ ー ト(Manang-Silabat)

と い い 、 こ こに 安 置 して あ るの で 誰 で も見 る こ とが で き る。

[碑 文 第 四 面]シ ー イ ン タ ラ ー テ ィ ッ ト王 の 子 ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 は シ ー サ ッ チ ャ ナ ー ラ

イ ・ス コ ー タ イ の 王 で あ る ば か り で な く、 天 空 下 の 国(Muang)、 マ ー(Ma)、 カ ー オ

(kao)、 ラ ー オ(Lao)お よ び タ イ ・ … ウ ー 川 、 メ コ ン川 の[流 域 に 住 む]タ イ(Thai)

[の 王 で あ る]。1207年 ブ タ の年[A.D.1285年]仏 舎 利 を 掘 り出 して 皆 に見 せ 、 一 か 月 と

六 日間 の 供 萎 を 行 な っ た 後 、 シ ー サ ッチ ャナ ー ラ イ の 中心 に 埋 め 、 そ の 上 に 仏 塔 を建 立 した 。

そ して3年 か けて 仏 塔 の 周 囲 に 石 の 城 壁 を 築 造 した 。 以 前 に は タ イ 文 字 は な か っ た 。1205年 ヒ

ツ ジ年[A.D.1283]ラ ー ム カ ム ヘ ー ン王 は タ イ文 字 を お 考 え に な っ た 。 タ イ 文 字 は 王 に

よ っ て 誕 生 し た 。 ラ ー ム カ ム へ 一 ン王 は諸 々 の タ イ 族 の 王 者(penThao,penPhraya)で あ

り、 タ イ 族 に 仏 教 の 徳 と法 を 教 え た教 師 で あ り、 タ イ 国(MuangThai)で は、 確 固 と した 意

志 を 持 ち 、 勇 敢 で 、 力 強 く、 比 類 な き人 物 で あ り 、 敵 を平 定 して 、 国 を 広 げ 多 くの 象 を 獲 得 し

た 。 東 の 方 を 平 定 し て サ ル ワ ン(Saluang)、 ソ ー ン ク ウ ェ ー(Songkhwae)[一 ピ サ ヌ

ロ ー ク]ル ンバ ー チ ャ ー イ(Lumbachai)、 サ カ ー(Sakha)、 メ コ ン 川 方 面 は 、 ウ エ ン

チ ャ ン(Wiangchan)[=ビ エ ン チ ャ ン 、 現 ラ オ ス の 首 都]、 ウ エ ン カ ム(Wiangkham)
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に 至 り 、 南 の 方 に は コ ン テ ィ ー(Khonthi)、 プ ラ バ ー ン(Phrabang)[=ナ コ ー ン サ ワ

ン]、 プ レ ー ク(Phraek)[=サ ン ブ リ ー 、 チ ャ イ ナ ー ト県]、 ス パ ン ナ プ ー ム(Suphan-

naphum)[=ス パ ン ブ リ ー]、 ラ ー チ ャ ブ リ ー(Ratchaburi)、 ペ ッ チ ャ ブ リ ー(Phetch-

aburi)、 シ ー タ ン マ ラ ー ト(Sithammarat)[ナ コ ー ン シ ー タ ン マ ラ ー ト]の 海 岸 に 至 る 。

西 の 方 面 は ム ア ン ・チ ョー ト(MuangChot)[=メ ー ソ ー ト、 ビ ル マ 国 境]、 ム ア ン ・ホ ン

サ ー ワ デ ィ ー(MuangHongsawadi)[=ノ ・ン タ ワ デ ィ 、 ビ ル マ]に 至 り 、 海 洋 が 国 境 と な

る 。 北 の 方 は ム ア ン ・プ レ ー(MuangPhrae)、 ム ア ン ・マ ー ン(MuangMan)、 ム ア ン

∴ ・ ・
、 ム ア ン ・プ ル ワ(MuangPhlua)[=プ ワ 、 ナ ー ン 県]、 メ コ ン 川 を 越 え て ム ア

ン ・チ ャ ワ ー(MuangChawa)[=ス ワ ー=ル ア ン プ ラ バ ー ン、 ラ オ ス]至 る 。 村 の 人 々 、

町 の 人 々 を 徳 を も っ て 慈 しん だ 。

一 終 一
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